
第１回

芦屋市みどり豊かな美しいまちづくりに係る
財源のあり方検討委員会

令和７年５月２２日

１．検討委員会の進め方について
２．これまでの取組みと経緯について
３．今後の見通しと課題について
４．使途と財源に関する論点整理について

１．検討委員会の進め方について 1
●スケジュール

第１回検討委員会（５月２２日）
これまでの取組みと経緯、現状と今後の見通し、使途と財源の論点整理

第２回検討委員会（６月１９日）
財源の詳細検討

第３回検討委員会（８月４日）
財源の詳細検討

第５回検討委員会（１０月上旬）
答申

第６回検討委員会（未定）
パブリックコメントの結果報告

市議会 条例案の提出

周知期間等 条例施行、新制度の開始

庁
内
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務
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議

●運用方法の検討

●芦屋市住みよいまちづくり条例の
改正案の検討

●制度の周知方法の検討

など

可決

第４回検討委員会（９月上旬）
第３回検討委員会までにいただいたご意見による各項目の再整理、答申案の検討

検
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会

パブリックコメント



本市の前身である精道村が発足した明治22年（1889年）頃、現在の芦屋市域には江戸時代から続く農村風景が広がっており、大都市の大
阪と神戸に近在していながら、澄んだ空気と温暖な気候に恵まれた、健康的な自然環境が残っていました。
鉄道駅の開設に伴い、精道村が大阪や神戸の通勤圏となった結果、公害に悩まされていた大阪に住む実業家たちが、自然環境が豊かで健康
的な生活が期待できる精道村に邸宅を建て始めたことで、明治時代末以降、精道村は農村から郊外住宅地へ劇的な移行を果たしました。
昭和15年（1940年）に、精道村から芦屋市となった後、昭和20年（1945年）には、４度の空襲を受け、住戸数の約４割の家屋が焼失しま
したが、戦後は、昭和26年（1951年）に公布された芦屋国際文化住宅都市建設法に基づき、戦前の優れた文化住宅都市の理念を継承して復興
を目指し、独自のまちづくりを進めました。
平成７年（1995年）に、阪神・淡路大震災によって甚大な被害を受け、本市の美しい住宅地景観も市内各所で消失しましたが、平成８年
（1996年）芦屋市都市景観条例の制定、平成21年（2009年）には市内全域を景観法に基づく景観地区に指定、平成26年（2014年）には、景
観行政団体となるなど、残された景観の保全に加え、より魅力ある景観を目指した取組を進めてきました。
こうして、幾度の災難に見舞われても、先人が築いてきた自然環境やまちなみ景観を守り、育ててきたのが住宅都市『芦屋』です。

（１）住宅都市「芦屋」の成り立ち

２．これまでの取組みと経緯について

国土交通省の公表する地価公示のうち、住宅地の平均価格において、主要都市と比較しても芦屋市は高い価格を維持している。

出展：国土交通省HP「令和7年地価公示」

東京23区
438,300円/㎡

平成１６年 住宅地の平均地価

大阪市
257,300円/㎡福岡市

123,700円/㎡

芦屋市
234,000円/㎡

東京23区
771,600円/㎡

令和７年 住宅地の平均地価

大阪市
282,800円/㎡福岡市

239,800円/㎡

芦屋市
378,500円/㎡
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（２）芦屋市の地価

法・総合計画 景観みどりの計画・指標 規 制
（Ｓ２６）芦屋市国際文化住宅都市法
（Ｓ３９）芦屋市民憲章

（Ｓ４６）芦屋市総合計画
基本構想「全市公園化」“自然の中のまち”づくり
総合計画「品位と風格のある個性豊かな住宅都市」
・自然と調和した緑豊かな美しいまち
・都市機能の充実した住みよいまち
・豊かな人間性と文化をはぐくむ健康なまち

（Ｓ４８）緑ゆたかな美しいまちづくり条例
（Ｓ４９）芦屋市宅地開発等指導要綱、芦屋市日照障害
等の防止に関する指導要綱

（Ｓ５３）芦屋市住みよいまちづくりに関する指導要綱

（Ｓ６１）新総合計画
「誇りと愛着を感じる魅力ある国際文化住宅都市」
・緑豊かな美しい自然に恵まれた特性を生かし、
自然と調和した美しいまちづくり・全市を緑で包
むまちづくり
・優れた自然環境のもとで、市民一人ひとりがたが
いに協調し、まちを愛し、香り豊かな文化を創造
することができる清潔で健康なまちづくり

（Ｓ６１）緑のマスタープラン
・都市公園の敷地面積（６㎡/人）

（Ｈ５）芦屋市都市緑化推進計画
・「花と緑いっぱいのまちづくり」
１０万本植樹

（Ｈ８）芦屋市景観形成基本計画 （Ｈ８） 芦屋市景観条例
（Ｈ１２）芦屋市住みよいまちづくり条例

（Ｈ１３）第３次総合計画
「知性と気品に輝く活力ある国際文化住宅都市」
・心豊かに安心して暮らせるまち
・自然環境を暮らしに活かすまち
・ふれあいと文化を育てるまち

（Ｈ１６）芦屋市庭園都市宣言
（Ｈ２０）芦屋市緑の基本計画（H17~R2)

・市街化区域の緑 209ha→269ha
・都市公園の敷地面積（11/㎡）

（Ｈ２１）全市景観地区指定
（Ｈ２４）芦屋川特別景観地区指定

（Ｈ２３）第４次総合計画
「自然とみどりの中で絆を育み“新しい暮らし文化”を創
造・発信するまち」
・自然と緑を大切にする「心の文化」を育み、
知性と品格に溢れた人に優しいまち

（Ｈ２６）景観行政団体に移行
（Ｈ２８）屋外広告物条例施行

（Ｒ３）第5次総合計画
人がつながり誰もが輝く笑顔あふれる住宅都市

（Ｒ３）芦屋市緑の基本計画改定(R3~12)
緑の質を高めて幸せを育むまち
みどり「量」から「質」へ

（３）これまでの取組み
２．これまでの取組みと経緯について 3



S46
総合計画

「自然と調和した緑豊かな
美しいまち」

「「全市公園化」-“自然の
中のまち”づくり」

「公園等整備協力金」

・市街化区域の緑209ha→269ha
・都市公園の敷地面積（11㎡/人）

S61
新総合計画

H13
第3次総合計画

H23
第4次総合計画

R3
第5次総合計画

S49 芦屋市宅地開発指導要綱

H16 庭園都市宣言

H20 芦屋市緑の基本計画
（H17～R2）

R3 芦屋市緑の基本計画改定
（R3～R12）

「緑豊かな美しい自然に恵ま
れた特性を生かし、自然と調
和した美しいまちづくり・全市を

緑で包むまちづくり」

「自然環境を暮らしに活
かすまち」

「自然とみどりの中で絆を
育み“新しい暮らし文化”
を創造・発信するまち」

H12 芦屋市住みよいまちづくり条例

これまで「みどり」を基盤とするまちづくりを進めており、
みどりの量の整備から質を上げる施策へと転換している。

（４）芦屋市のまちづくりにおけるみどり施策の変遷

２．これまでの取組みと経緯について 4

「緑の質を高めて
幸せを育むまち」

引っ越し先を選択するとき重視した項目

引っ越し先を選択するとき重視した項目は「通勤通学などの交通の便が良い」の割合が高く34.0％となっている。
次いで、 「まちなみが美しい」が27.7％

「地域イメージが良い」が26.7％
「自然環境が豊か」が22.1％ となっている。

２．これまでの取組みと経緯について 5

（５）市民からの住環境の評価 芦屋市転入に関するアンケート調査（R５．９）



まちづくりへの評価では「満足」と「やや
満足」を合わせた数値が

「自然環境の美しさ」が88.1%

「まちの緑や花の豊かさ」83.9%

「建築物などまちなみの美しさ」82.0%

「山、川、海などの自然環境の保全」82.0%

⇒景観、自然や緑への評価が高くなっている。

２．これまでの取組みと経緯について 6

（５）市民からの住環境の評価 芦屋市都市計画マスタープラン
市民アンケート（R３．６）

芦屋に長く住み続けたい理由は
圧倒的に自然とまちなみの美しさ

２．これまでの取組みと経緯について 7

（５）市民からの住環境の評価
市民意識調査（R６．１０）



芦屋市緑の基本計画（R3.3）より抜粋

２．これまでの取組みと経緯について 8

（６）みどりの量の維持・保全・整備

街路樹更新に係る地域住民との連携
道路・公園・街路樹の新たな維持管理手法として包括管
理業務委託を導入
清掃美化活動や緑化活動など地元との連携と協働の推進
オープンガーデンなど緑化事業への理解促進、啓発
市民・事業者への生垣、壁面、屋上、駐車場などの緑化
に対する助成
LINEによる情報提供システムの採用

（７）みどりの量から質への取組み例

公園、街路樹等の公共整備
住みよいまちづくり条例等による民有地での公園・緑地整備
都市景観条例、風致地区、緑の保全地区における緑地の維持・保全

市域の緑被状況（令和２年１月時点）

芦屋オープンガーデン2025

平成１７年 令和２年

緑の量
（緑被率）

約２０９ha
（約２２％）

約２４２ha
（約２５％）

都市公園面積 約８２ha 約８６ha

緑の量と緑被率（令和２年１月時点）【芦屋市都市公園条例】
都市公園面積の標準：１１㎡／人
（現状：約９㎡／人）

【参考：都市公園法】
都市計画区域内：１０㎡／人
用途地域内：５㎡／人

芦屋市緑の基本計画（R3.3）より抜粋

３．今後の見通しと課題について 9

（１）市財政の状況
みどりに関する事業（街路樹や公園樹の剪定など）には一定の維持管理費を計上し続けて
いる
一方で、今後の人口減少・高齢化社会を見据えた市財政全般においては、物価上昇等への
対応を含めて引き続き慎重な財政運営が必要であり、今後のみどりに関する施策における
新たな事業（11ページ参照）として必要となる費用を確保できる見込みは確実ではない
限られた財源の中で市民参画による連携・協働を含めて、まちのみどりを維持している

▲花と緑のコンクール

▲ケヤキ並木の街路樹（鳴尾御影線） ▲地域住民による清掃美化活動 ▲地域活性化（茶屋さくら通り） ▲都市景観賞

▲市民による緑化活動 ▲芦屋川のマツ並木 ▲景観形成（芦屋川特別景観地区） ▲樹木のある公園施設の整備



３．今後の見通しと課題について 10

（２）芦屋市緑の基本計画（令和２年度改定） （３）芦屋市街路樹更新計画（令和２年度策定）
「緑の効果」と「緑の質」に着目
整備された緑の「量」を維持しつつ、緑の「質」を
どのように維持・向上させるか、地域の特性に応じ
て施策を進める
新たな公園用地等の取得が困難な市街地を中心に、
今ある緑の有効活用等、新しい緑の施策を検討する

緑は本市の景観をなす重要な要素であり、街路樹による景観
を適切に維持管理していくことが、本市の魅力向上につなが
る

緑を大切に育ててきた反面、樹木が大木化・老木化し、倒木
や信号・街灯への支障などが見られるようになった

街路樹管理費用へ充当できる予算の将来的な減少も見据えつ
つ、選択と集中によるメリハリのある管理計画が求められる

① 街路樹更新 ② 公園利活用

課題：利活用の変化に対応した配置計画の見直し、老朽化対策

【事業費】
約１０.２億円
※落ち葉清掃支援含む

【効果】
・地域の特色に応じた
まちなみ保全

・根上り防止等安全対
策

③ 緑が少ない地域への新規公園整備

緑が少ない地域

④ 小規模公園の統廃合

地域活動を含め、利
活用しやすくなる

統廃合

３．今後の見通しと課題について 11

路線ごとに約３０年をかけて計画的な植替え、間引きを行う

【事業費】
約１.５億円

【効果】
地域の特色に応じた公
園整備利活用の促進

樹木を老朽化度に応じて計画的に更新する

【事業費】
約１０.９億円

【効果】
・地域活動の活性化
・まちなみの質向上

緑が少ない地域に、都市計画道路の整備等に合わせて新規公園の
整備を検討する

【事業費】
約４.５億円

【効果】
地域活動の活性化利活
用促進（ストック有効
活用）

地域に点在する小規模公園を統廃合する200㎡程度の複数公園

（４）今後必要となる事業

老朽化したサクラのイメージ鳴尾御影線の街路樹



４．使途と財源に関する論点整理について 12

（１）一般財源による事業
区 分 年間費用

植栽の維持管理 約３．３億円

施設の更新（遊具・照明等） 約０．９億円

人件費が多くを占める維持管理費は継続して
一般財源から予算化されている
人口減少と少子高齢化の進展を踏まえた持続
可能な維持管理が必要
今後も物価・人件費高騰による維持管理費の
上昇が見込まれる

街路樹の剪定作業 公園内の除草作業 公園照明の更新

15,175 
16,190 16,678 

17,704 18,078 18,632 
19,392 

20,214 20,409 
21,084 

22,227 
23,600 

24,852 

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移（円）

①公園等整備算定面積が200㎡未満
②商業地域、近隣商業地域又はその隣接地
③250m以内に都市計画公園が既に整備されている

公園整備を行い、市に帰属 102,000円×(公園等整備算定面積－公園等整備面積）を公
園等整備協力金として市に納付することで公園整備・帰属
に代えることができる

公園等整備の施策に充てるため、「公共施設等整備基金」
に繰入れ

①～③に該当する場合①～③に該当しない場合

４．使途と財源に関する論点整理について 13

（２）公園等整備協力金による事業

事業主等が必要な公園等整備算定面積
3㎡/人×3人/戸×(計画戸数等－4－既存戸数)

集合住宅の建設
宅地の造成・分割

昭和４９年から開発指導要綱により、人口増による公共施設整備（公園等整備）の財政需要が増加するこ
とに対して、宅地開発等を行う事業者に開発負担金を求め、公共施設整備の財源に充当してきた
平成１２年５月１日に芦屋市住みよいまちづくり条例が施行され、下記のとおり協力金として運用

人口増

公園整備等に充当：仲ノ池緑地整備、山手緑地整備、総合
公園割賦金など朝日ケ丘北緑地

みどり豊かな美しい住宅都市であり続けるために、公平で合理性があ
り、持続可能な新たな財源の検討が必要



４．使途と財源に関する論点整理について 14

（３）適切な財源確保手段の検討
種類 内容 事例 規模 安定性・継続性 受益と負担

地
方
税

法定外税

普
通
税
地方団体の特殊事情を勘案して、
当該地方団体が設けることがで
きるとされているもので、総務
大臣の同意を得た上で課税でき
る。

・狭小住戸集合住宅税
・宮島訪問税

など 対象者の設定により規模
の確保は可能

安定的、継続的な確保
が可能

・受益と負担の関連性は薄い
・収納した税は一般財源に充当されるため、
目的税に比べ、特定の財源需要を満たすこ
とが難しい

目
的
税

・開発事業等緑化負担税
・環境協力税
・環境未来税

など

・受益と負担の関連性は普通税に比べると明
確

・必要な財政需要の規模に応じた財源確保の
ための制度設計が可能となる

超過課税
（法定内税）

地方団体が課税する場合に、財
政上その他の必要があると認め
る場合において、標準税率を超
えた税率で課税することができ
る。（条件有り）

・市町村民税
・固定資産税
・軽自動車税
・入湯税

など

対象者の設定により規模
の確保は可能

安定的、継続的な確保
が可能

既に地価の高さが影響していることもあり、
市民の理解を得ることは難しいが、市内のみ
どり全体の負担を市民全体で分け合うという
説明は通りやすい

分担金
負担金

地方公共団体が行う特定の事業
により特に利益を受ける者から、
その事業に要する経費に充てる
ため、受益の限度の範囲で徴収
することができる。

・下水道受益者負担金
・大阪市うめきた先行開
発地区エリアマネジメ
ント活動事業分担金

など

受益者を個別に特定する
必要があり、規模は限定
的

事業には期限等が考え
られるため、継続的な
確保は難しい

・基本的には開発区域内の原因者により負担
するもの

・開発区域外の事業へ負担金を充てるには、
開発行為が市全体への負担であることの説
明が必要

使用料
行政財産の使用又は公共施設の
利用につき、その対価として徴
収するもの。

・施設入場（園）料
・施設使用料

など

施設等使用者、利用者に
限定されるため、規模は
限定的

安定的、継続的な確保
が可能

公園整備・街路樹更新等に係る事業の使用者
を特定することは難しい

手数料
特定の者に提供する役務に対し、
その費用の対価として徴収する
もの。

・各種証明手数料
・ごみ処理手数料

など
役務の提供先に限定され
るため、規模は限定的

安定的、継続的な確保
が可能

公園整備・街路樹更新等に係る事業に対する
手数料は見当たらない

寄附金
（協力金）

地方公共団体における施策に協
力するために要請されるもの。

・公園等整備協力金
など ・善意や協力によるものであるため規模や安定性・継続性、受益と負担などについては不確実

【各財源の実現性】
●法定外普通税：みどり施策という特定の財源需要に対して不適当であるため、新たな財源としての実現は困難
●超過課税：市民全体への受益という観点ではわかりやすいが、市民の納得性に大きな課題があるため新たな財源としての実現は困難
●使用料：みどり施策に対する使用者を特定することは難しく、新たな財源としての実現は困難
●手数料：みどり施策に対して手数料を徴収する対価の特定は難しく、新たな財源としての実現は困難
●寄附金：財源の安定性・継続性が求められることから、新たな財源としての実現は困難

４．使途と財源に関する論点整理について 15

（４）法定外目的税、分担金・負担金に関する受益と負担

【地方自治法第224 条】
「普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な
費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。」

【新たな財源を検討する上でのポイント】
・現行協力金をマイナーチェンジするという発想においては、現行制度と大きく不連続になることは望ましくない
・原因者負担による分担金・負担金制度は、新たな転換を迎えるみどり施策の使途になじまない
・現行協力金との連続性や法定外目的税、分担金・負担金の性質を考えると、事業者へ負担を課す制度の検討が現実的である
・みどり豊かな美しいまちづくりを背景として芦屋ブランドを利用した宅地開発等の行為を行うことに着目する

種類 上記以外の性格 必要な手続き 受益者の範囲 性質の整理、現行制度との連続性

分担金
負担金

受益者
負担

地方自治法第224条に根拠
を持つものと独自の条例
に根拠を持つものに分か
れる

・負担金条例の制定
・エリアマネジメン
ト制度の場合は地
域再生計画の作成

特定の集団・
個々の者に限定

・事業によって特別の利益を受ける者に課される
・誰から徴収するかという説明については税よりも明確なものが必要
・新たな使途に対する受益者負担であれば、現行協力金との関係性は希薄
になる

原因者
負担 独自の条例に根拠を持つ ・負担金条例の制定 （原因者負担）

・事業を必要ならしめる原因をなした者に課される
・誰から徴収するかという説明については税よりも明確なものが必要
・事業者に対する原因者負担であれば、現行協力金からの連続性は維持さ
れる

法定外目的税
受益者負担も原因者負担
も制度設計としてはあり
得る

・条例の制定
・特定納税義務者へ
の意見聴取
・総務大臣の同意

財政需要の規模
に応じた範囲

・負担金に比べて、受益と負担の関係に明確な関連性を求めない
・受益者負担の場合であっても、受益者負担による負担金のようにエリア
の限定が不要である
・住環境イメージによる制度化事例（箕面市）があり、芦屋ブランド維持
に寄与する財源としては現行制度との連続性がある



財源 必要条件 ①街路樹更新 ②公園利活用 ③新規公園整備 ④小規模公園
統廃合

ー 開発事業者等にとっての特別な受益となることが必要 〇 〇 〇 〇

受益者負担
による

分担金負担金

維持管理事業との線引き 一般財源による維持管理とは異なる特別な
受益である説明が必要 △ △ 〇 〇

現行制度との連続性 現行制度との連続性があることが望ましい × × 〇 △
受益者の範囲の限定 特定の集団・個々の者に受益範囲が限定さ

れていることが必要 × × △ △

法定外目的税

維持管理事業との線引き 一般財源による維持管理とは異なる特別な
受益である説明が必要 △ △ 〇 〇

現行制度との連続性 現行制度との連続性があることが望ましい × × 〇 △
受益者の範囲の限定 エリアを限定せずとも、事業者の受益とな

り得る説明が必要 〇 〇 〇 〇
〇：必要条件を満たしている
△：詳細な整理を要するが、おおむね必要条件を満たしている
×：必要条件を満たせていない

【財源検討において整理すべき点】
両方の財源において、①街路樹更新・②公園利活用は現行の協力金制度では使途の対
象となっていないことから、制度の変更という発想の中では丁寧な説明が必要である
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（５）想定される使途と財源の関連性
① 街路樹更新 ② 公園利活用

鳴尾御影線の街路樹

③ 緑が少ない地域への新規公園整備

緑が少ない地域

④ 小規模公園の統廃合

地域活動を含め、利
活用しやすくなる

統廃合

老朽化したサクラのイメージ
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（６）受益者負担による負担金の事例

【財源検討において整理すべき点】
分担金・負担金を財源とする場合、特定されたエリアおよび限定的な受益者として整
理する必要があるため、今後のみどり施策として想定する使途を限定的なものとして
見直しする必要がある

下水道事業受益者負担金

大阪市大阪駅周辺地区地域再
生エリアマネジメント負担金

事業概要 下水道事業により公共下水道が整備されると、その整備によ
り特定の地域について環境が改善され、未整備地区に比べて
利便性・快適性が著しく向上する

利益を受ける者の範囲 公共下水道が整備される地域
効果 地域の資産価値が増加

制度概要 エリアマネジメント活動（＝来訪者や滞在者の増加を通じて
地域内の事業者の事業機会の拡大や収益性の向上が図られ、
経済効果の増進を通じた地域再生を実現するもの）により利
益を享受する事業者から負担金を徴収する制度

対象となる地域 自然的・経済的・社会的条件からみて一体である地域で、来
訪者等の増加により事業機会の増大や収益性の向上が図られ
る事業を行う事業者が集積している地域
※住宅地などの事業者が集積しているとは言えない地域は対
象外

活動の実施主体 法人格を有するエリアマネジメント団体
対象となる活動 ①来訪者等の利便の増進に資する施設又は設備の整備又は管

理に関する活動
②来訪者等の増加を図るための広報又は行事の実施その他の
活動

内閣府ガイドラインより抜粋
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（７）全国における法定外税の状況
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宿泊税
箕面市開発事業等緑化負担税

（８）法定外目的税の事例

目的 貴重な財産である良好な自然環境や住環境をはじめとする都
市環境を将来にわたって守り、その魅力を向上させるため

導入理由 上記目的のための課題への財源として、一般財源に加え、開
発事業者からの公共施設等整備寄附金が役割を担っていたが、
平成１９年に寄付金は廃止となり、一般財源は近年社会保障
費等の財政支出増大傾向により新たな財源の確保が必要と
なったため

使途 基金に積み立て、箕面市が行う森林整備、市街地緑化、農地
保全に関する事業や、山林所有者・市民による里山保全活動
への助成などに活用

課税の対象 下記の①及び②の両方に該当する行為
①開発許可を受ける土地の造成や、箕面市まちづくり推進条
例が完了する建築行為等

②事業として行う開発行為等
※建築主自らが居住する専用住宅の建設は課税対象外

納税義務者 開発行為等を事業として行う者
※建設業以外の事業者が自らの店舗や事務所として建築を行
う場合も課税対象

税額 敷地面積（㎡）×0.9×指定容積率×250（円/㎡）

収入見込額 年間約３，０００万円

箕面市HP資料より抜粋・作成


